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監査結果に基づき講じた措置について 

 

 

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９９条第１４項の規定により、令和３ 

年度財政援助団体等監査の監査結果に基づき講じた措置について、赤穂市教育長から報告が

ありましたので、次のとおり公表する。 

 

 

 

令和３年９月３０日 

 

 

赤穂市監査委員  寺 田 榮 治   

同     西 川 浩 司   

 




